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C O N T E N T S
会 長 の 独 り 言

　今年の夏は例年以上の猛暑が続

き、畑などの野菜の収穫にかなり

の影響がありました。また、超大

型台風の15号と19号が連続して発

生し、日本各地に甚大な被害をも

たらしました。これも温暖化の影

響なのでしょうか。被災された

方々には心よりお見舞い申し上げ

ます。

　特に、現代社会において欠かせない電気は、台風15号

の影響で千葉県各地で大規模停電が発生し、なかなか普

及が進まない状況でした。ようやく普及するものの、ま

だ隠れ停電が有るなどと報道されていました。この停電

でコンビニの冷蔵庫や、漁業者が採った魚を冷やす氷が

できなくなり出漁できないなどの影響を受けているとの

報道もされていました。

　東日本大震災以降、多くの火力発電が稼働しています

が、ホルムズ海峡の緊張やサウジの石油精製施設への攻

撃など、石油輸入は中東情勢に大きく影響を受けており、

エネルギーの安定供給求められております。そのため青

森県はエネルギーの多様化の要請を受け、核燃サイクル

を目指した施設や発電所の建設などを進めてきました。

しかし震災以降、停止したままの施設が多く、安全性の

確認や災害時の安全対策を行った上で動き出して頂きた

いものです。地域経済にとって先が見えない状況が続い

ており、特に核燃サイクルの立地している地域にとって、

経済情勢が厳しいものとなっております。

　第36回法人会全国大会三重大会が10月３日に津市産

業・スポーツセンターで行われました。三重県と言えば

伊勢神宮があり、今回の記念講演は「皇室と伊勢神宮」

と題し講師は伊勢神宮広報室広報課の音羽悟氏で、今年

は元号も平成から令和となり、新天皇陛下が即位するな

どの行事が執り行われることになっているとの事でした。

　式典ではセレモニーがあり、大会宣言を読み上げ閉会

となりました。なお、本文中に全国大会の記事を掲載し

てありますので、ご覧頂ければ幸いです。

会 長 白山春男

■八甲田山
　大岳（1,585ｍ）を主峰として高田大岳、井戸岳、赤

倉岳、前嶽、田茂萢岳、小岳、硫黄岳、石倉岳、雛岳

と10の山々を北八甲田、櫛ヶ峰をはじめ６峰の山々を

南八甲田といい、八甲田火山群地域を八甲田連峰と言

います。
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この人に聞く

　本年７月の定期人事異動で十和田税務署長を拝

命した後藤でございます。

　白山会長様はじめ上十三法人会の役員並びに会

員の皆様には、日頃から税務行政全般にわたりま

して、深いご理解と多大なご協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。

　私は大阪国税局の東淀川税務署から異動して参

りました。

　青森県での勤務はもちろん初めてですが、「十

和田湖」や「奥入瀬渓流」といった豊かな自然に

癒され、「青森ねぶた祭」、「八戸三社大祭」、「十

和田市秋まつり」など、大迫力のお祭りを観覧し、

とても感動しているところです。

　その他にも、海や山の雄大な景色がたくさんあ

り、また各地自慢のお料理なども様々で、とても

興味深いと感じています。

　せっかくの機会ですので、できるだけ多く、青

森県ならではの景色やお料理などを満喫させてい

ただきたいと考えています。

十和田税務署長

後
ご と う

藤　幸
ゆきやす

泰 氏

十

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

■前　　職：大阪国税局東淀川税務署 副署長　
■主な職歴：国税庁監督評価官室 監督評価官
　　　　　　大阪国税局資産課税課 課長補佐
　　　　　　大阪国税局 納税者支援調整官
　　　　　　大阪国税局和田山税務署 総務課長
■出 身 地：岐阜県土岐市
■年　　齢：54歳  
■趣　　味：青森観光、ウォーキング、読書

　さて、皆様ご承知のとおり、本年10月には消費

税率が10％に引き上げられ、同時に軽減税率が実

施されたところです。

　私どもといたしましても、軽減税率制度の円滑

な実施に向けて、説明会を開催するなど、積極的

な周知・広報に取り組んでまいりました。

　今後も、あらゆる機会をとらえた幅広い周知・

広報を更に充実させていく必要があると考えてお

ります。

　皆様方におかれましては、新たな制度の円滑な

実施に向けたご理解とご協力を、どうぞよろしく

お願いいたします。

　ところで、上十三法人会におかれましては、健

全な納税者団体として税の啓発活動や、租税教室

への講師派遣等に積極的に取り組んでいただき、

我々税務署といたしましても、大変心強く感じて

おります。

　今後とも上十三法人会の皆様との、より一層の

連携・協調の下、円滑な税務行政に努めてまいり

たいと考えておりますので、引き続き、お力添え

を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、公益社団法人上十三法人会の益々のご

発展と、会員企業のご繁栄並びに会員の皆様方の

ご健勝を心よりご祈念申し上げます。

現 　官　 職 新　 任　 者 前　 任　 地

署 長 後 　 藤 　 幸 　 泰 大阪国税局　東淀川税務署

総 務 課 長 高 　 田 　 隆 　 広 （　 留　　 任 　）

法人課税第一部門統括官 湯 　 瀬 　 昌 　 貴 盛 　 岡 　 税 　 務 　 署

法人課税第二部門統括官 佐 々 木 　 敬 　 二 （　 留　　 任 　）

法人課税第一部門総括上席 長 　 根 　 和 　 愛 久 　 慈 　 税 　 務 　 署

十和田税務署　人事異動（７月10日付）　幹部職員のご紹介
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ひとことアドバイスひとことアドバイスひとことアドバイス
税理士か

らの

　　　戸来亮税理士事務所

　税理士　戸　来　　 亮 氏

中小企業も始まっています！ 働き方改革

期が猶予されています。

　また、自動車運転業務、建設事業、医師に

おいては、残業時間の「罰則付き上限規制」

について、令和６年（2024）年４月から段階的

に進められることになっています。

　これらの法改正の内容を十分理解して、各

会社においても、労使間で十分に話し合い、

法令に違反しないよう適切な制度の見直しが

必要になるものと思われます。

　昭和から平成に変わる30年ほど前、「24時

間戦えますか？」というテレビＣＭがあった

くらい、たくさん働いてたくさん遊ぶ、残業

時間の多さや睡眠時間の少なさを自慢しあい

ながら、働けば働いた分だけ収入が増える、

というような時代がありました。

　たしかに、その時代はその時代なりに、企

業も人もエネルギーに溢れ働きがいもあり楽

しかったでしょう。しかしながら、時を経た

現在、日本の企業文化、日本人のライフスタ

イル、働くということに対する考え方などい

ろいろな状況が変わっています。法改正が行

われたから改革をするということではなく、

今後さらに労働人口減少が進むであろう令和

の時代において、効率的でありながらも働く

人の視点に立った、時宜にかなう働き方改革

を実現していくことが、往時を知る世代の責

務かもしれません。

　平成28年（2016）年９月、安倍晋三総理を議

長として、関係各大臣や労働界・産業界のトッ

プと有識者を構成員とした働き方改革実現会

議が発足しました。10回に及ぶ実現会議を経

て、翌年３月に「働き方改革実行計画」が取

りまとめられました。

　この計画を受けて、８本の法律を一括して

改正する「働き方改革法案」が国会に提出さ

れ、平成30年６月に成立、今年４月から段階

的に施行されています。主な改正事項は次の

８項目となります。

１．残業時間の「罰則付き上限規制」

２．５日間の「有給休暇取得」の義務化

３．「勤務間インターバル制度」の努力義務

４．「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止

５．「産業医」の機能を強化

　　（事業主の労働時間把握義務含む）

６．「同一労働・同一賃金の原則」の適用

７．「高度プロフェッショナル制度」の創設

８．「３ヶ月のフレックスタイム制」が可能

に

　このうち、２．３．５．７．８．については、

すべての企業についてすでに今年４月から実

施が始まっています。また、中小企業におい

ては、１．については来年４月から、４．に

ついては令和５（2023）年４月から、６．につ

いては再来年４月から、と、それぞれ施行時
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第36回 法人会全国大会  第36回 法人会全国大会  三 重 大 会三 重 大 会第36回 法人会全国大会  第36回 法人会全国大会  三 重 大 会三 重 大 会
と　き：令和元年10月３日（木）　ところ：三重県　津市と　き：令和元年10月３日（木）　ところ：三重県　津市

　青森県女性部会連絡協議会は９月18日

（水）に第22回研修交流会を平川市で開催

した。上十三法人会女性部会からは15名

の参加。今年度は黒石法人会女性部会が

担当し、「㈱マルジンサンアップル りん

ご選果場」を見学した後、ホテルアップ

ルランド南田温泉にて講演会「津軽の昔

こ」津軽の民話や大道芸 南京玉すだれ等。その後食事をとり、県内女性部会員同士交流を図った。

女性部会より

　全法連大会が三重県津市で約二千人の参加者で

開催され、上十三法人会からは川守田副会長、蘇

武六ヶ所支部長そして会長の私の３名で参加をし

てきました。

　第一部は、伊勢神宮広報課長の音羽悟氏が伊勢

神宮の歴史について、「皇室と神宮」をテーマに

約１時間の記念講演会を行いました。

　第二部の大会では小林全法連会長挨拶に始まり、

国税庁長官、三重県知事、津市長の順に挨拶。そ

の後、会員増強表彰式において、青森県連は会員

純増全国第２位で優秀賞、上十三法人会は努力賞

を頂きました。

　結びは全法連税制委員長から、「令和２年度税

制改正に関する提言」の報告を行ったほか、租税

教育活動の事例発表などが行われました。

　第三部は懇親会で、蘇武支部長の奮闘により松

阪牛を食することができ、大変美味しくいただき、

全国から集まった会員の皆様と懇談することがで

きました。

　来年の大会会場は盛岡です。会員の皆様よろし

くお願いします。

　本取り組みは、国税庁、日税連の協力により法人会で作成した「自主点検チェックシート」「自主点検ガイドブッ
ク」により、企業自らが内部統制面や経理面の資質向上に向け自主点検を行い、これを通じて企業の成長をめざ
し、ひいては税務リスクの軽減にもつながることを期待するものです。
　自主点検チェックシート、自主点検ガイドブックは、当法人会のホームページからダウンロードができますの
で、是非ともご活用ください。（後援：国税庁）

企業税務コンプライアンス向上のための取組

http://houjin-13.or.jp/
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10月11日（金） 午後６時
サン・ロイヤルとわだ

幸　運　賞 　　平 和 実 業 ㈱ 様

ダイヤモンド賞 ㈱佐々木会計事務所 様

㈱ 三 村 興 業 社 様

エメラルド賞 ㈱ 福 萬 組 様

田 村 モ ー タ ー ス ㈱ 様

特　別　賞
・（公社）上十三法人会長賞 田 中 建 設 ㈱ 様

・イベント実行委員長賞 三 浦 自 動 車 ㈱ 様

豪華景品の当選者（上位のみ）

　午後６時、厚生委員長の挨拶、受託会社三社の

挨拶の後、菅実行委員長の挨拶、白山上十三法人

会長の挨拶とセレモニーがおわり、ようやく岩間

東北税理士会十和田支部長の乾杯でディナータイ

ムが始まりました。

　お腹も一杯、景品への期待感も一杯になったと

ころで、第１回目の抽選会が始まりました。ラッ

キー賞、シルバー賞、ゴールド賞、ルビー賞、エ

メラルド賞、ダイヤモンド賞と豪華景品が当選者

のもとへと渡り、目玉である特別賞へ。これは10

月３日に開催され

た法人会全国大会

三重大会に白山会

長が出席した折に

購入した高級松坂

牛でしたが、なん

と宅配便が間に合

わず！？のハプニングとなりました（当選者には

後日お届けとなりました）。

　ショータイムは津軽三味線奏者の山上進氏が紋

付羽織、袴で「津軽じょんから節」を弾いて登場

しました。山上進氏といえば津軽三味線と思って

いたら、何と突然！羽織袴のままで、エレキギ

ターを持ち、ディープパープルやサンタナを演奏

し始めたのにはビッ

クリ！？後で聞いた

ら、10代の頃から津

軽三味線奏者として

才覚を現し、横笛・

尺八と芸域を広げ現

在多方面において活

躍中で古典楽器及び

シンセサイザー等と共演するなど、津軽三味線の

伝統を守りつつ新しい分野にも活動をしていると

の事。なるほど…。

　さてさて、

いよいよお待

ちかね第２回

目の抽選会で

す。ラッキー

賞、シルバー

賞、ゴールド賞、ルビー賞、サン・ロイヤルとわ

だ賞、エメラルド賞、ダイヤモンド賞と続き、委

員長賞の「折り畳み自

転車」で終りかと思い

きや、なんと最後の最

後に「ダイソンのサイ

クロン式クリーナー」

が当たる幸運賞が登

場。あちこちで歓声が

上がり、最後まで盛り

上がった大抽選会でした。景品は２回合わせて

151本。当選された方、誠におめでとうございま

す。おしくも残念だった方も、来年は当たるかも

しれません。ま

た楽しい企画を

用意して実施し

たいと思います

ので、たくさん

の参加をお待ち

しています。
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本部・支部だより
◆本　部
７月29日（月） 

税務セミナー

　「税制改正について」

 東北税理士会十和田支部　　　　　　　

 　税理士  久保　光造 氏

　「消費税軽減税率制度について」

 十和田税務署　法人課税第一部門　　　

 　総括上席国税調査官　長根　和愛 氏

 （富士屋グランドホール）

９月19日（木） 
決算期別法人説明会（９～12月決算法人対象）

 （十和田奥入瀬合同庁舎）

９月20日（金） 
決算期別法人説明会（９～12月決算法人対象）

 （三沢市総合社会福祉センター）

10月３日（木） 
第36回法人会全国大会（三重大会）

10月11日（金） 
上十三ざ縁会2019（サン・ロイヤルとわだ）

 〈主催 上十三イベント実行委員会〉

青年部会だより
７月17日（水） 

租税教室（六戸町　大曲小学校）

８月23日（金） 
役員会（サン・ロイヤルとわだ）

９月26日（木） 
租税教室勉強会、交流会（サン・ロイヤルとわだ）

10月29日（火） 
十和田税務署長講演会　「ワンポイント相続税」

 十和田税務署　署長　後藤 幸泰 氏

 （サン・ロイヤルとわだ）

  〈共催 十和田支部・女性部会〉

女性部会だより
９月18日（水） 

県連交流研修会（平川市）

10月17日（木） 
令和２年度県連研修会に向けての研修

　　　　　　 　（おいらせモス工房他）

役員会（市民交流プラザトワーレ）

令和元年分年末調整説明会（13：30～15：00十和田市民文化センター）
消費税軽減税率制度説明会（15：10～16：00十和田市民文化センター）

令和２年度税制改正に関する提言の要望活動（県選出国会議員）
令和元年分年末調整説明会（13：30～15：00東北町コミュニティセンター未来館）
消費税軽減税率制度説明会（15：10～16：00東北町コミュニティセンター未来館）

令和元年分年末調整説明会（13：30～15：00三沢市国際交流教育センター）
消費税軽減税率制度説明会（15：10～16：00三沢市国際交流教育センター）

令和元年分年末調整説明会（13：30～15：00野辺地町中央公民館）
消費税軽減税率制度説明会（15：10～16：00野辺地町中央公民館）

租税教室（おいらせ町　木内々小学校）

租税教室（十和田市　北園小学校）

租税教室（東北町　甲地小学校）
租税教室（三沢市　三沢小学校）

経営セミナー
　「民法・債権法企業の対応策」　講師　大森　靖之 氏
 　　　　　（サン・ロイヤルとわだ）

租税教室（十和田市　沢田小学校）

租税教室（十和田市　ちとせ小学校）

租税教室（十和田市　洞内小学校）
租税教室（七戸町　七戸小学校）

11 月スケジュール

12 月スケジュール

12日（火）

13日（水）

14日（木）

15日（金）

29日（金）

３日（火）

11日（水）

12日（木）

16日（月）

18日（水）

20日（金）

　当会では、新会員を募集しております。会員の皆
様方のお知り合いで未加入企業がありましたら、是
非ご紹介をお願いいたします。併せて、青年部会員
と女性部会員も募集中 !

公益社団法人 上十三法人会

☎0176－25－3435

新会員募集中！新会員募集中！新会員募集中！新会員募集中！
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